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平成２９年度第２回東葛北部地域保健医療連携・地域医療構想調整会議 開催結果 

 

１ 日  時  平成２９年１１月１５日（水） 午後１時３０分～午後３時 

２ 場  所  東葛飾合同庁舎６階 第１会議室 

３ 出席者 委員 ２０名 

和座委員、鈴木委員、土井委員、金本委員、金江委員、眞島委員、山下委員、

烏谷委員、野坂委員、相馬委員、小張委員、三浦委員、千石委員、伊原委員、

飯田委員、冨山委員、宮島委員、新委員、坂本委員、山崎委員 

４ 議 事  （１）保健医療計画の改定について 

ア 素案について 

イ 保健医療計画地域編（案）と医療機関別機能一覧について 

     （２）地域の医療提供について 

      ア 公的医療機関等２０２５プランについて 

      イ 病床機能及び医療機能一覧について 

 (３）その他 

・基金等について 

・来年度の会議について 

・その他 

５ 議事概要   

あいさつ  

○センター長   皆様には、日頃から東葛北部の保健医療の推進に御尽力いただくととも

に、健康福祉センターで実施します各事業等に御理解と御協力を賜り、この

場をかりて心よりお礼を申し上げます。 

         なお、本会議は、保健医療計画を踏まえて圏域の体制について検討する

地域保健医療連携会議と、地域医療構想推進のための情報共有の場として

の地域医療構想調整会議の２つの機能を有する会議となっており、今年度

は年２回の開催を予定しておりましたところから、本日、２回目の会議とな

っております。 

         前回の会議におきましては、地域医療構想推進のための情報共有として、

東葛北部地域医師会が中心となって実施いたしましたアンケートの結果を

もとに意見交換をさせていただき、５市のそれぞれの現状と課題を共有す

ることができました。 

         今回の会議では、保健医療計画については地域編（案）の説明、地域の医

療提供体制についてとして公的医療機関等の２０２５プランや医療機能一

覧の情報を共有させていただき、質疑、意見交換等を予定しております。 

         特に、今回は高度急性期、急性期の医療提供体制を中心に意見交換を進

めていけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
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議 事（１）保健医療計画の改定について 

          ア 素案について 

     イ 保健医療計画地域編（案）と医療機関別機能一覧について 

※資料１－１、資料１－２、資料2、資料３－１、資料3－2を事務局が説明後、質疑応答

を実施。 

 

○議長    ア、イの説明を続けてお願いしたところですが、アの素案に関しての意見

交換は、前回に行っておりますのでこの場では行いませんが、後ほど意見提出

様式について説明させていただきますので、また御意見を御提出いただけれ

ばと思います。 

       このたび、医師会の先生方から前回の会議の追加の質問として、必要病床

数（特に回復期）の考え方、必要病床の透明化（いわゆるレセプトとか、ＤＰ

Ｃなどの活用による透明化の件）及び地域包括ケア病床の位置付けについての

３点を、再度明確にしてもらいたいという御要望が事前に出ておりますので、

政策課に説明をお願いしたいと思います。 

         

○事務局   事前にいただきました３点について、御説明をさせていただきたいと思い

ます。 

       １つが必要病床数のことでございます。私が伺っているのは、今後、全体的

に入院受療率が下がってくるのではないかという見解もあるけれども、そう

いう面で、病床が必要病床数まで本当に必要なのか。あるいは、急性期を脱し

た方がすぐ在宅なりへ帰られる場面も増えていくと思われるけれども、回復

期にこれだけの需要が必要なのかというような御質問だったと理解しており

ます。 

       いろいろな試算が考えられるのだと思うのですけれども、私どもはこの地

域医療構想の中では、全国一律の形ではありますけれども、２０２５年の必要

病床数を算定しているところでございます。 

       改めて申し上げますと、二次医療圏ごとに２０１３年度の医療需要を診療

報酬の出来高点数別に３，０００点とか、６００点とかで区切り、性・年齢階

級別に、例えば７０歳から７４歳の人について、男性で、医療需要として３，

０００点以上の人がどのぐらいいるのかを把握します。その上で、その方々の

人数が何万人から何万人に変わっていくということを推計し、最終的に２０

２５年の医療需要を、性・年齢階級別に積み上げまして、さらに病床の稼働率

で割り返して病床数を出すという計算になっています。 

       入院受療率が下がっているという現状も確かに統計的にはあると思います

ので、そういうものを加味していないだとか、是非についてはいろいろあるの

かもしれませんけれども、一応、私どもはこういう形で議論を進めさせていた
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だいているところでございます。 

       回復期についても、この地域で特に医療が高度化されて、回復期に行かな

い人が増えているのだとか、そういう現実がもしあるのであれば、それは共有

していく必要があろうかと思います。しかし、後ほど多分説明する部分もある

と思いますが、病院の方々にアンケートをさせていただきまして、こんなこと

で困っているというところで、例えば急性期の受け皿になるようなところが

足りないという御意見もあったようでございます。そこの困っているという

お声と、皆さんの実感と、どういうように考えられるのか、そういうのは残っ

ていると思いますので、そういうところを、逆にいえばこういう場で、あるい

は違った場でもいいのですけれども、共有していただきまして議論をしてい

ただくことが大事かなと思っているところでございます。 

       ２点目としまして、必要病床数の話にもなるわけですけれども、今、説明を

若干しましたけれども、データで示してほしいというお話があったというこ

とかと思います。 

       実は、私どももこの構想をつくる際には、２年ぐらい前になるわけですけ

れども、そういう求めを国にもしたことがあるのですけれども、結局示されず

に今に至っておりまして、こういう説明しかできないという状況でございま

す。 

申し訳ございませんけれども、御理解いただければと思っております。 

       ３点目ですけれども、包括ケア病床の取り扱いです。 

急性期と回復期の両方に柔軟に対応できるのではないかというご質問でご

ざいます。 

       もちろん地域包括ケア病床の取り扱い、この病床機能報告制度上の問題と

しても、急性期から慢性期まで幅広く対応できますみたいな話になっている

と思いますが、機能としては、要は急性期をある程度脱して、ポストアキュー

トと言われるような形の場合と、急性増悪のような形で在宅から急性期的に

戻ってくる方、サブアキュートという形で戻ってくる方、両面を対応していく

ことができる。 

       本当に求められているのは、どちらかというとサブアキュートなのかもし

れませんけれども、ただ、人数は多くないのかもしれませんが、そんな形で対

応できる病床かと思いますので、機能的には両面あり得ると思います。 

       あとは報告の段階でどういう形でされるかというのは、またいろいろと御

意見があるのかと思いますが、一応、そういうことになっているということで

ございます。 

       以上です。 

 

○議長    前回の追加の質問ということで３点答えていただきましたけれども、これ
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に関して、医師会のほうから何かありますか。 

 

○委員    厚生労働省では、高齢者の年齢ごとの受療率が一定と考え、１０年後には

回復期が３，０００床弱位が足りないだろうとしています。 

しかし、実際にいろいろな計算式があって、果たしてそこまで必要なのかと

いうことを、常に疑問に思っているわけです。 

       今後、そんなに需要がないということになった時のことを考えると、それ

だけのことに投資をしていくことは非常に怖いわけです。 

       そういうことも含めて、現実的な数値を明らかにしていただきたいという

ことです。 

話が堂々巡りで「私たちとしてはこのように計算している。それはもう決ま

ったことなので、それに従ってほしい。」というように私は聞いてしまったの

ですが、私共に説明するだけでなく、現場の意見をあげる方向性も必要なので

はないかと思います。 

本当に回復期病床がそんなに必要なのかという感覚、そういうものを十分

に考慮していただき、現場はこういう意見だということを県から国に対して、

しっかりと上げていただきたいのです。 

       もう一つ、必要病床の透明化の話ですが、前回の会議で、ＤＰＣとかレセプ

トに関して、「国はそれを把握しているのではないか」とか、「実際どの程度必

要かということについての情報があまりない中で病床数のことを議論するの

はなかなか難しいのではないか。」という議論がございました。 

       前回は、「国からデータが固まりのような形でおりてきて、県では分析でき

ない」という回答があり、今回も、「かつて、国にデータについて要望したこ

とがあったが示されなかった」という説明があったのですが、それでもやは

り、データを私たちに示していただけるように、国に対してしっかり話をして

いただければと思います。 

       また、地域包括ケア病棟に関して、今後、これをどういうように活用してい

くかということについて、若干触れていただければと思いますがいかがでし

ょうか。 

 

○事務局   押しつけるという立場で考えているわけではございませんが、一つは病床

機能報告との差というものもあろうかと思います。国のほうでも定量化してい

くという話がございますので、皆さんが一定程度同じような条件で回復期を把

握することが可能になってくるのであれば、それを踏まえながら議論をさらに

進めていただければなとは思っています。そういう意味では国を待っているみ

たいなスタンスになるかもしれませんけれども、もう少し時間がかかってくる

部分はあろうかと思っています。 
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 一方で、急いでこの水準に合わせましょうという話ではない部分もあると

思います。先生がおっしゃるように、ここの地域で何が足りなくて医療提供が

うまく回っていないのかということは大きな問題であり、そこが議論される

ことが一番重要なところかと思っています。必ずしも数を合わせるとか、そう

いうようには捉えていませんので御理解いただければと思っています。 

       必要病床数の透明化については、また機会があれば国にもお話ししてみた

いと思いますが、要は、この地域でどういう医療が必要なのかということの中

で解明されていくのが望ましいのかなと思っています。 

       

○委員    中小病院だけでなく病床数が多いところでも、データをうまく使って分析

していかないといけないと思うのですがいかがでしょうか。 

 

○事務局   ここはいろいろな御意見があると思うのですけれども、先生のおっしゃる

部分もあると思いますが、大きな病院が、１人で、急性期からずっと最期まで

面倒を見てしまうという形になるのか、それが患者のためになるのかという

議論もあると思います。 

あるいは、ある程度役割分担をもう少しはっきりさせていくのか。 

       要は、急性期を脱した方をどういうように扱えるのか。扱えるというのは

失礼ですけれども、どういうように、さらに連携してみていくことができるか

というような問題とすごく絡む部分があろうかと思いますので、そこはいろ

いろと御議論が必要なのではないかと思います。以上です。 

 

○議長    今回はイのほうの議論と議題２のほうに視点を置きたいと思いますので、

このあたりで素案等の意見交換は終わらせていただきまして、イの地域編に

関しての御意見を少し伺いたいと思っております。 

       委員の皆様だけでなく、本日、参加されている医療機関の皆様からの御発

言を是非お願いしたいと思います。 

 地域編に関してはいかがでしょうか。 

       特に、小児のＮＩＣＵ関係のところで何か御意見等がございましたらお願

いします。 

 

○委員      公立病院改革ガイドラインの中にもあるように、当院としては、公立病院

の役割という面で、不採算部門である小児、周産期、その部分に力を入れてい

く方向性です。 

ＰＩＣＵ、小児集中部門というのも今は６床ですけれども、新病院になるこ

とで１０床に増やしていきたいと思っています。 

       どうしても赤字部門なので、県のほうに支援をいただきたいというのがあ
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ります。 

県では周産期、小児含めて、その辺の検討をよろしくお願いします。 

 

 

○事務局   ＰＩＣＵにつきましては、現状ですと整備に対する助成制度はございます

ので、そこの面については御活用できる点があるのではないかと理解してお

ります。 

       その他、周産期関係の整備については、御存じだと思うのですけれども、松

戸市立病院は地域周産期母子医療センターになっていらっしゃいますので、

ＭＦＩＣＵですとか、ＮＩＣＵ、ＧＣＵについての運営費補助制度も整備され

ているところでございますので、よろしくお願いいたします。 

       その他、またご要望がありましたらば、その都度、改めて検討ということか

と思います。よろしくお願いします。 

 

○委員     今の件に関して補足なのですが、松戸市立病院は１８床ぐらいを目指して

いらっしゃるということだったと思いますが、厚生労働省は、出生数が１万

位で、一般的に４５床ぐらいとしていますが、ところが、我々の東葛北部は

実際に出生数が１１，０００位で１２床ぐらいです。 

 

○委員    最終的には１８床を目指したいなということがあるのですけれども、それ

でも全然足りません。 

 

○委員   東葛南部地域は出生数が多分１５,０００位で５０床近くあって非常に充実

していていますが、東葛北部地域は、超急性期の小児科の部分、特に周産期の部

分が非常にプアなのです。 

不採算の部分が多い中で、公立病院や柏の慈恵会医科大学にこういったもの

に対して頑張っていただいていますが、財政的な部分の補助というものは、子

供たちの未来を考えたときに非常に重要ですので、その点を県の方に十分に認

識していただきたいと思います。 

 

○事務局   現状等は十分理解させていただきながら、対応させていただきたいと思っ 

  ています。 

 

○議長    ほかに、この地域編に関して御意見、御質問はございますか。 

 

○委員    在宅とか病床の問題が出てきているのですが、我々が実際に直面している

のは生易しいものではないです。 
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例えば病床数が足りなくなって在宅医療を推進しようと一生懸命頑張って

いるのですが、柏市だけ見ても、在宅医療の伸びよりも死亡者数の伸びのほう

がはるかに大きいのです。 

       いずれは高齢者がどんどん増えてくると亡くなる方も増えてくるというこ

とで、今の病院の体制ではとても間に合わない。 

それを在宅医療とかでカバーするといっても、これもとても間に合わない。 

２０２５年は、あと５年ちょっとしかないのですよ。 

確かに構想でいいことをたくさん書いてあるので、これが全部できれば、

本当にすばらしいと思うのですけれども、実際にこれが、どういうように具体

的に実現できるのかということが全然見えてこないのです。  

 資料を見ても具体的なものが何も書いていないので、すごく不安になって

いるのですがいかがでしょうか。 

 

○事務局    非常に難しい、あるいは真摯なお言葉で、私どもも対応しなければいけな

い部分があると思います。どういう施策を展開していくのかという話があろ

うかと思いますが、私どもが気にしているのは高齢化に伴って増えていくよ

うな疾病に対して、救急だとか、そういう部分をどういうように整理してい

かなければいけないのかという問題でして、それを病床の機能の役割分担だ

とか、そういうことの中で対応できるのかという議論があります。 

        要は、救急が受けられないように、病床が満杯になってしまわないように、

一つはその役割分担をしていくという話があるのかなと思っています。 

            在宅というのは、もちろんおうちでというのもあるのでしょうけれども、施 

 設でという話ももちろんございますので、その施設、要は、特別養護老人ホ 

ーム等の施設も含めてどういう整備をしていくのかについては、市町村の皆

様と連携していかなければいけない部分がございます。 

       さらに、在宅をやっていかれている先生方なり、それを取り巻く訪問看護

ステーションですとか、その他の介護関係の職員の方々の数を増やすなり、連

携するなりという問題がありまして、そういうものは、実は個別に事業が上が

ってはいませんが、これが十分かどうかは別としまして、例えば在宅と、医療

と介護の連携について申し上げれば、現在は先生のところにもお願いしてい

るかと思いますけれども、県の医師会さんを通じて、在宅医療の支援、要は医

療と介護の、例えば顔の見える関係づくりですとか、そういうものについて医

療のサイドからお願いしているというようなことがあったりとか、あるいは

訪問看護ステーションについては、まだ若干手薄いところはあるのですけれ

ども、訪問看護師に関する研修を行ったり、そういうことを実はやってはおる

のです。なかなか皆様方の目に触れてこない部分がまだあるのだと思います

ので、今後、そこについてはもう少してこ入れをしていかなければいけないと
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思っているところがございます。 

       今年度、一つやる予定でおってまだできていないのは、例えば医師会さん

ですとか、歯科医師会の皆様方とか、介護の関係の団体の皆様方とか、そうい

う団体の連合的なところで、その会員の方々に対して、在宅医療・介護等につ

いての研修といいましょうか、啓発をしていただいて、さらにそれをステップ

アップして県民にも広げていくような取り組みですとか、そういうことも発

想の中にはございますので、ここで具体的に書いていない部分は確かにある

のですけれども、そういう形の中で考えていきたいと思っているということ

を、この場で説明をさせていただきます。 

 

 

議 事（２）地域の医療提供体制について  

ア 公的医療機関等２０２５プランについて 

※資料３、４、５を事務局が説明後、公的医療機関等２０２５プランを６病院が説明。 

以下のとおり 

 

○国保松戸市立病院 新公立病院改革プランに関して、地域において担うべき役割として、

不採算部門、特殊部門に関する産児救急、小児、周産期、災害などの部門に関

わる医療を提供するというのを目標として掲げてあります。 

       地域支援病院でもありますので、民間医療機関と協働しながら、医療の中

核として高度先進的な医療を提供すること及び福祉政策の推進にも貢献する

こと、それから、医療従事者の役割ですね。 

       地域包括ケアシステム構築に向けての果たすべき役割に関しては、１２月

に新しく市立総合医療センターがオープンします。 

主に救急、急性期を中心に地域が必要とする医療を提供して、後で出ます東

松戸病院も関係してくるのですが、松戸市病院事業をどういうように今後進

めていくかということに関しては、これから外部委員を入れて検討すること

になりますので、すぐに結論は出ないかもしれません。 

       そういった意味で、両病院の機能をどう分けていくかというところも今後

の課題であります。 

       また、経営形態の見直し等も含めたものも、今後、検討していく予定になっ 

  ております。以上です。 

 

○松戸市立福祉医療センター東松戸病院 ここの表の「地域において担うべき役割」は、内

容的には市立病院と同じことが書いてありますので、誤解の無いよう補足しま

すと、当院は、回復期リハ３４床、地域包括ケア病床、今は２０床ですが、緩

和ケア病棟が２０床、一般病床が８８床で、現在１６２床の稼働で運営してお
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ります。 

       その中で、地域包括ケアの中核として、ポストアキュート、サブアキュート

の患者さんを診ています。 

在宅の後方支援、神経難病の患者さんのレスパイト入院とか、そういうこ

とを主に行っていて、多くの社会的入院も診ているような状況でございます。 

           東松戸病院の今後については、審議会が立ち上がっていてどのようになって

いくか分からないのですが、計画としては回復期の病床数が東葛北部において

不足しているということも踏まえて稼働病床を１８３床にし、地域包括ケア病

床を増やしていくことを考えておりますが、審議会の動きも見ながら、今後ど

のようにしていくかを考えているところでございます。 

 

○柏市立柏病院  当院は、現在２００床の急性期病院で、今後もその規模、その機能でや

っていこうと思っています。 

        公益の機能といたしましては、小児の医療をより充実させる、災害、感染等

の発生時に初期対応をちゃんと行う、在宅医療をバックアップする等です。 

今年、地域包括ケア病床を５１床で開設いたしました。 

       指定管理者制度ですので、公益の機能を高めるためにも、一般病院として

の機能を維持するためにも、現在の黒字体制を維持できるようにやっていきた

いと思います。以上です。 

 

○国立がん研究センター東病院 我々のところは国立病院ですので、がんの中心病院とし

て、いわゆる都道府県地域連携の枠とはちょっと外れた位置にございます。 

            現在、研究開発法人として、特に先端的な医療の提供と新しいがん医療をつ

くるということを厚生労働省のほうから強く要望されている病院でございま

す。 

            既に特定機能と臨床研究中核病院の指定をとりまして、より先進的な医療

を推進することを病院として行っております。 

             しかし、我々のところでも、約半数の方がこの東葛地区からの患者さんで

ございまして、開院以来ずっと、地域の先生方、いろいろな医療機関、コメデ

ィカルの先生方とたくさんの連携を行ってきており、在宅医療等に関しても

柏市の医師会を中心として、柏モデルというものを構築させていただいてお

ります。 

            今後に関しても、我々のところはがんに特化していますのでがんのところ

だけになってしまいますが、より先端的な医療の提供と、地域の先生方、各医

療機関の皆様と連携を密にとり、今、考えておりますのはいろいろなITの技

術を使ったような新しいタイプの医療連携、在宅のモデルを在宅医療のほう

では構築していくことを計画しております。 
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○東京慈恵会医科大学附属柏病院  当院の特徴と地域において果たす役割としては、既に

実施しているものが多いのですが、この箇条書きで書いたようなところでござ

います。 

            救命救急センターは急性期、二次救急及び３次救急も担っており、地域の先

生方と連携しながら、特に手術、集中治療、急性期のリハビリテーションに力

を入れていきたいと考えております。 

           ２番目の地域がん診療連携拠点病院ですが、こちらも患者さんが日常の生活

圏内で質の高いがん医療を受けることができるように、例えば合併症のあるが

ん患者さんなどの急患にも対応しております。 

           ３番目の東葛北部地域難病相談支援センターは、医療、福祉あるいは保健の

総合的な相談を行いながら、患者さん、家族も含めた県民向けの講演会とか、

あるいは患者家族会とかの実施をサポートしております。 

４番目は、災害拠点病院として災害時は周辺地域及び被災地域の医療に貢献

すべく体制整備、ＤＭＡＴなども行っております。 

           今後の地域医療機関との連携という形でネットワークづくり等ですが、こ

ちらについては、特に「（２）地域包括ケアの構築の取り組み」ということで、

柏市での高齢化社会における地域包括ケアシステムの構築について、私どもも

御協力させていただきまして、他の医療機関、行政の方々と協力して対応して

いきたいと考えております。 

            ５番目は、当院には歯科がございませんので、周術期連携を進めたいと考え

ております。 

            柏歯科医師会の皆様の協力を得まして、当院と地域医療連携を、特に周術期

においての連携を図っていきたいと考えております。 

            こちらには記載がございませんが、先ほどから皆様からお話があるように、

東葛北部地域での小児、周産期医療が重要だと考えており、こちらを担うため

のセンター化も当院では目指していきたいと考えております。以上でござい

ます。 

 

議 事（２）地域の医療提供体制について  

イ 病床機能及び医療機能一覧について 

※資料６を事務局が説明した後、以下のとおり質疑応答を実施。 

 

○議長     順番に意見交換をしていきたいと思いますが、まず、御説明をいただきま

した公的医療機関が地域において担う役割等の資料の中で御質問、御意見がご

ざいましたらお願いいたします。 
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○委員     資料６でがん研究センター東病院の高度急性期の病床数が４００床という

ことですが、がんセンターの場合は比較的がんということに特化していらっし

ゃることもあって、例えば心筋梗塞とか脳卒中の方々を診られることはまずな

いと思うのですが、高度急性期にこれだけのものが入ってしまうことによる周

りの医療機関との関係の整合性ということについて問題提起をさせていただ

きたいと思います。 

 

○事務局   こちらでお答えできる範囲は、なかなか中身といいますか、がん研究セン

ター東病院さんの実態をつぶさに承知しておらないので御報告のことを踏ま

えながらということだと思います。 

        恐らく御指摘は、待てないような急性期というのでしょうか。 

がんが待てるとは言いませんけれども、ちょっと性質が違う、そういうとき 

に、救急を含む急性期の部分が足りなくなってしまわないのかという御指摘な

のかなと理解します。 

       仮にという言い方は非常に失礼なのですが、がん研究センター東病院さん

では、国でいう高度急性期ばかりを扱っていらっしゃる、要は３，０００点以

上の医療を提供されているのだということであれば、実は高度急性期の必要病

床数につきましては、がん研究センター東病院さんで提供されていた２０１３

年度の医療需要が丸ごと反映されています。要は、県外から来るだとか、ある

いは圏域外から来るだとかという方の医療も提供されておるのだと思います

けれども、それも含めて医療需要に入っているというように、かなり略してい

ますけれども、そういう形になっています。 

       そういう計算上からすると、高度急性期の必要病床数に当たる部分につい

ては東病院の分も見ていると言えるのですけれども、救急等について、高度急

性期に当たる部分が不足しているという御実感があるとすれば、その報告の

内容の整合性、報告いただいている内容と必要病床数とされているものの整

合性がよくわからないという問題が一つあるのと、場合によっては、救急の連

携体制の問題としてどこかに偏りがあるのかというようなこともあり得ると

いうことの２つが考えられます。報告の内容と必要病床数との関係の問題点

は御指摘いただいていますので、そこは甘んじて受けるところはありますけ

れども、地域での連携の問題も併せて考えていただけるとありがたいと思い

ます。 

 

○委員    最初に出てきた高度急性期というのは、ＣＣＵとかＩＣＵ等の救急をやる

ところが入っていたのですが、途中から３，０００点というのが出てきたと私

は思うのです。 

がんセンターの先生方には我々医師会と在宅医療とかで御協力していただ
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いておりますが、そういうことは別にして、がん研究センター東病院は、高額

な医療をやりますから点数からいったら３,０００点はクリアできると思うの

で当然入ってくるのです。 

がん研究センター東病院が４００床あるので、ほかの病院が結構汲々とし

ているのです。 

医療の現場では、積極的に救急を受け入れている病院の病床が全部詰まっ

て１００％を超えるところもままあって、なかなか救急患者を受け入れられな

い。 

高度急性期の考え方が現場の医療と全然違い、かけ離れているので、本当に

それでいいのかというのが私の意見です。 

これは点数等制度の中身の問題なので、これまでのように漠然と「わからな

い」というのではなく、柏の一般医療が充足できているのかをきちんと考えて

いただきたいと思います。  

 

○事務局   必ずしも中身を問題にしていないわけではございませんが、言い方が不十

分だったかもしれませんけれども、御指摘いただいていることは私もある程度

理解しているつもりでおるのですが、要は、この地域で何が不足しているのか

という議論なのだと思います。 

数は一つありますけれども、そこをご議論いただく場なのではないかと思っ

ています。 

 

○委員    話がかみあっていませんね。 

私たちは、現場の中での急性期、超急性期の定義があるわけです。 

がんセンターはナショナルセンターとして、全国から患者が来てすばらし

い医療をやっています。 

       しかしながら、いわゆる超急性期と言われている定義が違うので、それを

同じ土俵の中に持っていくこと自体が問題なのです。 

これは早急に打開策を出していただかないと現場は混乱します。 

 

○事務局   私の説明が悪いのでしょうか。 

       要は、単純に申し上げますと、４００床なりを仮に高度急性期と置きます

と、それは高度急性期の医療需要として丸々見ていますので、それ以外の医療

需要についても同じような計算で出てきていますので、ある意味そこを抜い

ても抜かなくても同じというのは変ですけれども、ほかの医療圏と比べれば、

そういう状態になっていると私は理解しています。 

       別格だから抜くべきだといっても、抜いても抜かなくても、そこは丸々見

ているので、他の医療圏と同等に算定されているというのが私の理解です。 
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○参加者   がんの医療と救急の医療を高度急性期としてこの中に入れていますという

のはわかるのですけれども、その割合はどうなのだという話をしているわけで

す。 

       ほかの地域と比べてがんセンターは４００床という高度医療をされていて、

がんに特化した医療を１，３８６床のうち４００床とされていますが、ほかに

そういう地域がありますかという話なのです。 

       国立がんセンターは築地と柏にしかないので、それをほかの割合と一緒に、

一つの圏域の中で考えるというのはおかしいのではないかという質問をして

いるのですが、そこがかみ合っていないということです。 

 

○事務局   割合で計算していないので、ですから、２０１３年の実績を踏まえて計算

しているわけです。 

例えば２０１３年にがん研究センター東病院さんは４００床に当たる高度

急性期をしていました。 

       将来のことを言うと難しくなってしまうので、例えばこの数字は全部今の

ことですよとすれば、東病院さんは４００床の仕事をされています。そして、

ほかの病院さんはこういう仕事をされています、というのがベースにあって、

それに対してそれぞれ性・年齢階級別に需要を伸ばしているというイメージ

でお考えいただければありがたいのです。 

       私は、４００床が何かを圧迫しているとか、そういうことではないのです

ということを申し上げているのです。 

 

○参加者   恐らく２つの問題があって、がんの位置付けをこの地域医療にどう位置付

けるのかという問題と、御批判を先生方にいただいておりますように、がんが

いわゆる本当の救急とはちょっと違うという部分での問題をどう考えるかと

いうところだろうと思います。 

       前者に関しては、我々も、極力、千葉県のがん対策について、千葉県がんセ

ンターと一緒に協力させていただいてやっていますし、全国的な話での、がん

医療の研究であるとか、均てん化ということもやらなければなりませんし、そ

の中で、先ほど言いましたように、患者さんの半分はこの地区の患者さんです

ので、当然、この地区の地域医療に対しても、できるだけの協力体制をとりた

いと思っておりますし、そういった中でやっています。 

           そこの切り分けとか考え方は、国になるのか、自治体の皆様方になるのかわ

かりませんが、いずれかの御判断に従うことに全く異論はございません。 

実際には半分の方はここの地区で、逆にいうと、半分の方は県外とか、茨城、

埼玉、都内というところです。 
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  また、夜間、休日も一般の一線でやっている救急病院の先生方には大変失礼

かもしれませんけれども、正直なところ、かなりの数が症状緩和というところ

で、実際に救急車等で来られます。 

           そして、緩和ケア病棟がございますので、年間６００～７００名の方を病院

内でお看取りしています。これは築地のがん研究センターの倍は診ています。 

当然、そこは救急的な最期、お看取りという方も多いということを御理解いた

だきたいと思います。 

      ただ、純粋な救急疾患の心筋梗塞、脳血管障害等の治療とは、またちょっと違

った側面がございますので、その辺の御判断は自治体の皆様、この協議会の皆様

の御判断に従うことになるのだろうというように考えております 

 

○議長    一つの話題に集中してしまいましたが、この病床数の問題に関しては、政

策課の方で、国との関係もありますでしょうから、このエリアの課題としてし

っかり受けとめていただいて国等に上げていただければと思っております。 

       資料６にがん以外、「脳卒中」「心筋梗塞」「分娩」「救急医療」「小児」の医

療機関一覧がございます。 

この資料で何か御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。 

       脳卒中、消化管出血は、松戸を中心に頑張っておられると思いますけれど

も、その視点も踏まえながら、急性期医療について、この辺が課題だという御

意見がございましたらいただければと思います。 

 

○参加者   ３市のＧＩＢが５市のＧＩＢになったという形で、広域で運用して３カ月に

なりますけれども、距離的な問題はクリアされて粛々とやっている状況なので、

そういう意味では二次医療圏でそういうシステムが根付きつつあるというこ

とですが、これはほとんど手弁当という形で、資金をいただいてやっているわ

けではないので、この先、充実するには資金的なサポートが必要なのかなと思

っていますが、今のところ、手立てがないという現状もぜひ理解していただき

たいと思います。 

       また、千葉県全体では移植をやる医療機関が、大学病院を含めて７医療機

関あるわけですが、不幸なことに、東葛北部二次医療圏ではゼロです。 

       一方で、７病院があるにもかかわらず、保健医療計画の素案の中には平成

２８年度移植症例は４症例しかないのです。 

このように、医療資源が充実しているにもかかわらず、有効利用されていな

いという部分もしっかり考えていただきたいと思っております。 

        また、前回の会議で、地域医療構想は病院を中心とした会議体であって、

在宅・介護の方になると行政の話だということが出て立ち消えになってしまっ

たのですが、今回の資料１－１に、県のレベルでは千葉県在宅医療協議会など
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を活用して医療・介護の連携促進を取り組みますということが記載されており

ますけれども、二次医療圏の中にこういうような会議体がないし、実際に動い

ているのは余り見たことがありませんので、是非そういう形で連携を実際に推

進していくような形を早急にとるべきだと思います。 

その辺のところをお聞かせいただければありがたいと思います。 

 

○議長     医療・介護の話は議題３で後ほど触れさせていただきたいと思います。 

             他に御意見はございますか。 

 

○参加者   ＮＩＣＵは当然必要なのですけれども、柏の救急事情を見ても、５歳以上に

ついては大体二次病院でも小児救急を受けているのですが、一方で、５歳以下

になると、かなりが慈恵ないしは松戸市立にお世話になっている状況です。 

        結局、二次病院である程度小児を受けていかないとＮＩＣＵがパンクして

しまうということもあって、二次のほうで小児科医がいないと結構困るという

こともあって、柏市では実は３年前から小児科医を二次病院に置くことに補助

をつける事業をやっています。 

それをたった３年間やっているだけで、もともと３３％しかいなかったのが、

夜間については５６％です。 

休日については、小児科医が７０％も救急病院にいるように変わったのです。 

      大きな補助金ではないのです。柏市は赤字の財政の中、小さいですけれども、

補助金をつけてそれだけのことができているので、これは柏市だけでやる話で

はないと思いますので、ＧＩＢに関しても、ほかの心臓や脳卒中のネットワー

クについても、二次医療圏の中で県ないしは５市の行政と協力してＮＩＣＵの

補助だけではなくて救急に対して考えていただけると、お母さんたちが夜間に

も安心して子供を連れていけるような状況がつくれるのではないかと思いま

す。是非検討いただければありがたいと思います。 

 

○議長     この件は検討ということでお願いしたいと思います。 

 

○参加者    地域で行われていることについて、県と地域がつながっていて、お互いの

やっていることがわかるようにするようなシステムが非常に大事だなと聞き

ながら思っていました。 

実際にどんなことを各市町村でやっていただけているのかとか、県がどん

なことを補助できるのかというところを、今後もっと見える化をしていくべ

きだと思った次第です。 

もう一点は回復期の話が先ほどからずっと出てきていましたけれども、資

料２の３ページ目の１１～１３番に地域包括ケア病棟と回復期リハの現在の
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数となっております。 

 回復期リハビリテーション病院の病床数は県の平均よりも低いというのが

実態です。 

東葛南部の方では、リハビリ病院が多くなってしまって、６２～６３いっ

ているので過剰な状況になっているという印象でございました。 

       療養型病床に関しても圏域ではかなり少なくなっているということなので、

ただ単に数の計算の上ではなく、これを見た感じでは、受け手側のところは

充足していないのではないか、そんなイメージを感じるところです。 

病院の病床利用率とか、平均日数みたいなものもあわせて御勘案いただけ

ればいいかなと思いました。以上です。 

 

○参加者     受療率が年々低下しているという傾向があるというのは、患者調査等の統

計で見えていることなのですが、受療率というのを１日に何人の人が入院して

いるかという数で見ますので、在院日数が低下したことによって起こってくる

のだろうと思います。 

その一方で、何名の人が新規に入院してくるかという観点で見ると、その数

は 実は増える傾向にあります。 

       さらに、手術の件数に関しても増える傾向にあると言われています。 

       今、専らこの地域医療構想に関しては、ベッドの数をどうするかというよ

うに考えてきたと思うのですが、ベッドという観点だけでは計れないものがた

くさんあります。 

この地域はこれから高齢化が進んでいき、複雑な手術とかが必要になる患

者さんが増えていくだろうという観点で、手術は恐らく増えるけど手術をした

後に患者さんがどのようにケアされていけばよいのかというような観点を、急

性期をどのように整備すればいいかということに関する議論の方向性とすれ

ばいいのかなと思いました。 

       地域医療構想の前提になっている病床機能、とりわけベッドに投入された

資源の量だけを見ていて、その資源の内容を見ているわけではないので、その

妥当性がどうであるかということは、例えば第１回で問題になりましたＳＣＲ

のようなものを見ていかなければいけないだろうと思います。 

これらをあわせて検討していかなければいけないので、ますます地域での

ディスカッションが活発になることを期待したいと思います。 

 

議 事（３）その他   

    ・基金等について 

    ・来年度の会議について 

    ・その他 
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 ※事務局の説明後、以下のとおり質疑応答。 

 

○議長    先ほど在宅介護等の市町村レベルとの取り組みと医療構想との整合性につ

いて質問がありましたが、介護のほうは市町村が主体となっており、市町村毎

に取り組みの差が出ている中で、この場でどうやって取り扱っていくか等につ

いて事務局から回答をいただければと思います。 

 

○参加者      県のレベルでは、病院と介護が一体化した協議会が存在しているかわから

ないのですけれども、二次医療圏でそういうような具体的な行動計画があるの

かということをお聞きしたいです。 

 

○事務局   在宅は、基本、活動というか、区域が中学校単位から始まって大体市町村単

位が多いのだと思いますので、二次医療圏でやることにどのぐらい意味がある

のか、実は私どもも図りかねておりますので、地区医師会さんと県医師会さん

とかにもいろいろ御協力いただきながら、地区医師会さん単位で、今、進めて

いるというのが現状でございます。 

 

○委員      地域医療構想の慢性期の部分についてきめ細やかに病床等を考えるには、

ボーダーラインとしての、いわゆる医療・介護の、在宅部分との接点がないと、

しっかりしたことができないということなのです。 

  今、地域の在宅を含めた医療・介護の部分は、今、市町村レベルが大体やっ

ていますが、超急性期からずっと来ました慢性期までの部分については、県が

やっていらっしゃるので、そこのところに断絶があって、私たちとしても、な

かなかその部分についてしっかりとした整合性が見えてこないのです。 

ですから、そこを県と市がお互いにしっかり連携しながらやっていかない

と、慢性期を含めてしっかりとしたものができないのではないかという問題

を意識しています。 

 

○事務局    私どもも、もうちょっとデータも整理しないといけないと思いますので、

そういうものを整理しながらご提示できるように努力したいと思います。 

 

○委員       二次医療圏といいますけれども、同じ市の中でも、いろいろなところとの

連携が必要ですし、二次医療圏の中の５市の連携がやはりすごく重要なのです。 

            東葛北部でＧＩＢは３市から５市になって、今は５市で連携できて、我々５

市の会長は定期的に集まっていろいろな話し合いをしているのです。 

実は全部、手弁当なのです。在宅医療を、もし５市がばらばらにやっている

というのなら、県が音頭を取って、やっている人たちを全部集めてやるような
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システムをつくらないとだめだと思うのです。 

       ＧＩＢをやっていますと、我々は脳卒中だとか、心筋梗塞、これは５疾患の

中に入っていますけれども、ここら辺も一生懸命やりたいと思っていろいろと

模索しているのですけれども、全部手弁当でやっているのです。 

           そこら辺は大きな圏域の中でやるのだったら、千葉県がきちんと音頭を取っ

てやれるようなシステムをつくっていかないと幾ら議論しても進まないと思

うのです。その辺をちょっと考えていただきたいと思います。 

 

○事務局   調整会議の場がありますので、ここでちゃんと資料等を御提示できるよう

にはしたいと、まずはそこから。 

 

○委員      本当は毎月やっても時間が足りないぐらいの会議で、未だ調整会議の前段

をやっているので、今日のように１時間半とかでは絶対にできないです。 

 

○事務局   ちょっと考えさせてください。 

 

○議長    御発言にありましたように、短時間で検討できるような内容ではございま

せんので、今後の運営に関しては非常に難しいものを感じております。 

        この点も含めて、政策課と協議しながら進めていきたいと思いますので、

政策課のほうも検討のほどよろしくお願いいたします。 

 

※事務局から意見用紙の配付について及び今後のスケジュールについて説明後、閉会。                                   

以上 

 

 

 

 


